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  会議録 

会議の名称 平成３０年度第２回和泉市適正就学対策審議会 

開催日時 平成３１年１月３０日（水）午後７時から午後８時５５分まで 

開催場所 和泉市コミュニティセンター １階中集会室 

出席者 

・和泉市適正就学対策審議会委員 １６名 

吉川茂樹・松田義人・冷水啓子・松井雄三・樹下堅・中塚寿次・ 

井上樹・坂本健治・飯阪光典・友田博文・辻二郎・松葉善太良・ 

光隆・橋本和昌・森島淳夫・松岡早代 

・事務局  １５名 

教育委員会 

小川秀幸・森吉豊・並木敏昭・大槻亮志・立花達也・ 

上田茂幸・大野浩昭・阪下誠・東直樹・武市久美子・ 

山本暢子・岩井靖久 

市長公室 資産マネジメント担当 

 小泉充寛・木下明信・山本謙 

会議の議題 
・議事 

・槇尾中学校区の今後のあり方について 

 

会議の要旨 

 

・前回の主な意見、今後の手続き、教育内容、学校建設・通学、跡地利

用について説明を受け、審議を行った。 

・槇尾中学校区における施設一体型義務教育学校（小中一貫校）の特認

校の導入について、学校の場所は次回に意見集約を図ることとし、次

回には事務局から答申案を示したうえで、引き続き審議を行うことと

した。 

会議録の 

作成方法 

■全文記録 

□要点記録 

会議の 

作成方法 

 ■会議の議長の確認を得ている 

 □出席した構成員全員の確認を得ている 

 □その他（             ） 

その他の必要 

事項 

 

傍聴人 ３名 
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和泉市適正就学対策審議会会議録 

                 平成３１年１月３０日 
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それでは、第２回和泉市適正就学対策審議会の開催をお願いいたしま

す。本日の出席委員は、１６名でございます。 

和泉市適正就学対策審議会規則第７条第２項の規定により、本審議会

は成立しております。 

また、和泉市審議会等の設置及び運営に関する規則第１０条により、

本審議会は、公開としております。 

それでは、まず、教育長より、ご挨拶申し上げます。 

 

皆さま、こんばんは。 

第２回和泉市適正就学対策審議会開催にあたりまして、一言ご挨拶申

し上げます。 

委員の皆さまにおかれましては、平素より本市教育行政の推進に、多

大なるご理解ご協力をいただきまして、ありがとうございます。また本

日は、平日のこのような時間に関わりませずご出席いただき、重ねて御

礼申し上げます。 

まず、１２月に開催いたしました第１回の審議会におきましては、事

務局からの説明の後、様々な角度から非常に貴重なご意見をいただき、

今後の取組みにおける内容整理の参考にさせていただきました。ありが

とうございました。 

また、改めまして、臨時委員の皆さまの地域、子どもたちへの熱い思

いを感じた次第でございまして、槇尾中学校区における学校施設につい

て、地域とともによりよい教育環境を確保していく必要性を再確認した

ところでございます。 

本日につきましては、吉川会長の進行のもと、テーマごとに、委員の

方々の意見を確認させていただき、今後における審議会としての意見集

約につながりますよう、よろしくお願い申し上げます。以上、はなはだ

簡単ではございますが、ご挨拶に代えさせていただきます。 

本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

それでは、これよりの進行につきましては、吉川会長にお願いいたし

ます。会長、よろしくお願いいたします。 

 

皆さま、こんばんは。 

本日は、１２月の審議会に引き続き、事務局から諮問を受けました、

槇尾中学校の敷地を活用し、施設一体型小中一貫校の特認校を槇尾中学
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校区に導入することについて審議をさせていただきます。 

まずは、前回における内容確認、本日の進め方について、事務局より

説明願います。 

 

前回の審議会では、諮問に至った背景となる、児童・生徒数の推移や

先例である、南松尾はつが野学園の様子、特認制度の経過をはじめ、想

定される教育内容、新校の建設、通学、跡地利用の考え方を説明すると

ともに、保護者を対象に実施しましたアンケート調査の結果などについ

てご報告を行ったものでございます。 

その後、委員の皆さまから、一言ずつ、ご意見、ご感想をいただくと

ともに、追加の資料提供につきましてもご意見を頂戴いたしました。 

その主な内容を整理したものが、３ページ、資料１のとおりでござい

ます。まず、内容を確認させていただきます。 

まず、ア、手続きに関する意見としまして、地域への情報提供の必要

性に関する意見を伺いつつ、来年度の特認の状況の資料提供やコミュニ

ティへの配慮、南松尾小中学校の時の事例を参考にした、不安解消に努

めることなどをご意見いただきました。 

次に、イ、教育内容につきましては、特に多くのご意見を頂戴しまし

て、他市の事例紹介を求める意見の他、「いじめへの課題対応」をはじめ、

特色づくりの必要性、４ページに移りまして、特認として、２クラスに

すること、１クラスあたりの人数についての意見などを頂戴しました。 

また、南横山の自然環境の活用の意見を伺いつつ、小中一貫校とする

ことに期待する意見などを頂戴しました。 

次に５ページをお願いします。 

ウ、学校建設、通学関係の意見でございますが、まず、槇尾中学校の

敷地を活用することに危惧する旨の意見を頂戴し、交通安全対策に関す

る意見、資料提供に関する意見がございました。 

その他、地域、特認両方において通学バスに関する意見をいただきま

した。 

次に６ページをお願いします。 

エ、横山小学校の跡地利用に関しまして、避難活動に関する意見や具

体の活用に関する意見がございました。 

オ、南横山小学校の跡地利用に関しましては、地域も利活用でき、そ

の情報提供が積極的に必要であることに加え、教育活動としての利用に

関する意見がございました。 

前回の主な意見は、以上でございます。 

続きまして、本日の進め方でございますが、本日につきましては、審

議の内容を、４点に分類し、議論をお願いしたいと考えております。１
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点目は、資料２としまして、前回の意見を踏まえた、「今後の手続き」に

関して、２点目は、資料３としまして、施設一体型小中一貫校の特認校

を実施するかどうかの論点になります、「教育内容」について、ご議論を

お願いし、３点目としましては、資料４としまして、新校の建設、通学

などについて、最後、４点目としましては、資料５としまして、跡地利

用の考え方、検討の進め方についてを、お願いしたいと考えております。 

先ほど、ご説明しました、前回の審議会で、追加資料の提案を受けた

内容につきましては、そのテーマごとに、まず、追加説明を行ったうえ

で、ご議論をお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

本日、お願いしたい進め方につきましては、以上でございます。 

 

本日の進行につきましては、前回も報告を受けておりますので、これ

より、その４点について、論点を集中しながら、皆さまのご意見を確認

したいと思います。 

それでは、まず、１点目の資料２、「今後の手続き」に関して、皆さま

のご意見を確認したいと思いますので、まずは、事務局より説明をお願

いします。 

 

それでは、７ページをお願いします。 

まず、前回の意見でもありました、更なる周知に向けて、この１月で

実施したこと、２月以降に実施していく予定について、説明いたします。 

まず、前回の審議会にてご報告させていただきましたアンケート調査

結果につきましては、回答された方をはじめ、地域に広く周知できるよ

う、就学前児童の保護者に対しては郵送で提供し、小中学生の保護者に

対しては、学校経由で配布をさせていただくとともに、地域の方々にも

確認できるよう回覧もお願いいたしました。その資料につきましては、

本日別紙にて、机上に配付させていただいております。 

今後、２月には、これまで実施してきました地域、ＰＴＡ関係者との

意見交換会でも、この審議会の様子を含めて、報告していきたいと考え

ており、方向性が決定されれば、さらなる周知を検討していく予定です。 

次に、来年度に向けた南横山小学校の特認募集の状況でございますが、

表の新特認の欄のとおりで、若干不確定な要素もございますが、最大１

年生で１３人、他の学年含めて１５人の通学が見込まれているところで

ございます。 

次に横山、南横山の地域コミュニティに関しましては、今回の小中一

貫校とする取組みは、既に関係部局に情報提供させていただいており、

決定されれば、町会連合会にて調整をお願いする方向となる旨を確認し

ております。 
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次に８ページをお願いします。 

不安の解消対策として、南松尾小中学校の事例を紹介することが、や

はり、有効手段のひとつであるとして、今後の説明に際しては、心がけ

ていきたいと考えております。 

最後に、開校までの準備期間には、さらなる３校の連携が重要になる

と考えますことから、現状について、ご報告させていただきます。 

 まず小学校どうしの交流としましては、合同の水泳教室などを実施し

ており、中学校を含めた交流としましては、陸上競技会への陸上部の参

加がある他、その他として、槇尾中学校の英語教員が小学校の授業で専

科指導を行う取組みなどもございます。 

更なる交流事業として、合同の遠足やスポーツ交流、ＰＴＡの合同行

事の充実などを検討していきたいと考えております。 

資料２の説明は以上です。 

 

事務局からの説明が終わりました。 

これから質問等をお受けしたいと思います。質問のある方は挙手をお

願いいたします。 

 

７ページ目の２月には、ＰＴＡ、町会役員等地域関係者との意見交換

会を開催予定とありますが、今までの会議につきましては、我々代表と

して出席しているものだけに、説明がされていたと思います。今後は、

地域全体に対する説明会というのも必要と思います。就学児童を持って

ないという方々や、地域の皆さん全体にも説明してほしいと思うので、

何とかお願いしたい。中途半端でいくと大変なことになるので、一応形

が出来上がってからでいいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

今のご質問に対して、ご答弁お願いします。 

 

地域全体への説明につきましては、これまでに２回開催させていただ

いているところでございますが、ご指摘のとおり方向性が決定されれば、

さらに周知が徹底できるように説明会等を調整していきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 

 

わかりました。 

 

他にございませんか 

 

確認ですが、９ページの資料に関連するんですけれど、「施設一体型の
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小中一貫校を特認校とする方向性が決定された場合には」と書いていま

すが、やろうとしていることは９ページの義務教育学校というこっちの

部分で考えているということですね。 

 

義務教育学校というふうに想定してございます。 

 

そういうことでございましたら、クラスの数で変わってくるように比

較表ではなっているんですけれども、当初１８学級以上ということで義

務教育学校が始まって、途中で１７学級となってしまった場合は、そう

ならないようにしていくということですか。クラスが減らないように募

集をかけていくということですか。いわゆる特認を増やしたり、その辺

の想定はどういうふうになっているのか。義務教育学校と施設一体型小

中一貫校とでは中身が違いますよね。９年間という捉え方で校長先生が

１人しかいないというのが義務教育学校ですね。小学校６年、中学校３

年ということでいきましたら、校長先生が２人いる想定になる。今まで

例に出している南松尾はつが野学園については、義務教育学校ですよね。

クラスが仮に減ってしまう可能性というのはないのですか。１８学級で

ないとだめと書いていますよね。 

 

今の件について、事務局、説明できますか。 

 

 標準規模ということで記載させていただいておりまして、１８学級以

上２７学級以下というのは標準とみなした場合の基準でございます。 

 

１７学級になった場合は、結局、施設一体型小中一貫校になってしま

うのですか。 

 

事務局、その辺を明確にお答えできますか。 

 

１７学級以下になりましても、義務教育学校ということを想定してご

ざいます。 

 

わかりました。 

 

南松尾はつが野学園は、現在１０学級ですけれども義務教育学校とい

うことになります。他にも、１８学級以下の義務教育学校は複数校ある

と認識しております。 
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他にございませんか 

 

資料２の部分で、８ページの開校までの準備として、いきなりは難し

いと思いますが、いずれかの時点で、運動会等々の交流事業を行って欲

しいと思います。開校してからではなく、準備期間も含めて慣れていた

だく、またそれに対しての問題点等も出てくると思うので、そういうこ

とも考えているのかということをお答えいただけますか。 

 

開校に向けての準備委員会等を通じて、現在の交流状況を踏まえてさ

らなる一貫した取組みとなるよう、各学校行事の合同開催を始め、運動

会についても検討していこうと考えております。 

 

 前向きに考えていただくということでありがたいですが、やはり決ま

れば、なるべく早めにそういった準備を整えていただいて、運動会とい

うのは一番わかりやすいので、中学校と小学校の日程調整等々もあると

は思うんですけれど、にぎやかにやっていく方が、地元住民の方も開校

したら、こういうことになるのだと、理解が深まっていくと思うので、

その辺はなるべく早い段階で準備していただいて、何か目に見える形で、

合同事業を増やしていっていただきたいということを要望します。 

 

他にございませんか。 

ないようですので次に移らせていただきます。 

それでは、次に、資料３、施設一体型小中一貫校の特認校を実施する

かどうかの論点になります、教育内容について議論を行いたいと思いま

す。まずは、事務局より説明をお願いします。 

 

資料９ページの資料３「教育内容」についてご説明させていただきま

す。 

まず、はじめに説明させていただきますが、具体的な「教育内容」に

関する、教育課程の編成は学校長が行うこととなります。また、設置決

定の後、準備委員会にて地域の方や保護者の方との意見交換なども交わ

しながら具体化されていくものですので、これから説明させていただく

内容につきましては、あくまでも例示となりますことをご理解願いたい

と存じます。 

それでは９ページの資料３をご覧ください。 

他市の導入実績、成果でございますが、大阪府内におきましては、平

成３０年４月現在で４校の義務教育学校、１１校の施設一体型小中一貫

校が設置されております。 
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義務教育学校と施設一体型小中一貫校の違いとしましては、例えば、

施設一体型小中一貫校は小学校、中学校の２校種が一つの施設に入って

いるイメージですが、義務教育学校の場合は修業年限が９年間の１つの

学校であるということが挙げられます。つまり、小中一貫校は、小学校

として入学、卒業があり、中学校としても入学、卒業がありますが、義

務教育学校の場合は、入学・卒業が１回ずつとなります。また、義務教

育学校の場合は校長が一人となり、教職員も小中で分かれず、一つの組

織となります。 

小中一貫校の場合、中学校の教員が小学校で授業を行う場合に、都道

府県に対して兼務の手続きが必要となりますが、義務教育学校の場合に

は、そういった手続きは不要です。これらのことから、９年間の系統的

な教育をより実施しやすい形態が義務教育学校ということになります。 

なお、義務教育学校は、法制度が平成２８年度からのため、まだ少な

いと分析しているところです。 

資料１０ページをご覧ください。 

他市における導入の成果としては、「小中の教員が継続的に子どもの成

長を見守り、支える意識が増えた。」、「異校種の教員が日頃から意見交換

を交わし、研修や授業研究を共に実施することで児童・生徒理解や授業

改善が図られている。」、「児童・生徒の「おもいやり」と「あこがれ」の

気持ちを育む面で成果が大きかった。」、「進学による新規不登校生が０に

なった。」等、児童・生徒の心の成長や小学校から中学校への円滑な進学、

教職員の資質向上等が挙げられております。 

また、いじめに関する懸念につきましても、文部科学省による小中一

貫教育導入状況調査での「いじめが原因である問題等が減少した」との

項目について「大きな成果が認められる」、「成果が認められる」と７割

の市区町村が回答しております。 

続きまして、１１ページをご覧ください。 

その他、小中学校が同じ学び舎となることでのいじめ等、生徒指導面

での充実が期待されることとしましては、「小中の教員による校種を超え

た児童・生徒の見守り」、「中学校に配置されている生徒指導主事を中心

とした、小中を見渡したいじめ防止･対応に向けた組織体制の強化」、「異

学年交流等を通した児童・生徒の心情面の醸成によるいじめが起こりに

くい学校づくり」などが挙げられます。 

次に、他市での特色ある取組みをいくつか紹介させていただきます。 

箕面市の「とどろみの森学園」では、槇尾中学校区と同じく自然が豊

かであることから、農作物の栽培や炭作りなど地域環境を活かした系統

的な地域学習が行われております。 

また、能勢町の「ささゆり学園」では、同じく自然を活かした体験学
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習や地元に伝わる文化･伝統の継承が行われています。教科においては英

語に重点を置き、卒業時に英語で「自分の思いや考えを伝えることがで

きる」ことを設定し、１年生から週３回の短時間学習に取り組むなど、

系統的なカリキュラムが実施されています。 

堺市の「大泉学園」では、隣接する大泉緑地を学習の基地として、ネ

イチャーサイエンス（自然科学学習）に取り組んでおり、低学年での自

然へのふれあいから中学生での自然探求学習まで、系統的な学習が行わ

れています。 

これらは、あくまでも一部の例の紹介となりますが、いずれの義務教

育学校、施設一体型小中一貫校におきましても、地域環境を活かした教

育や地域と連携した教育の推進、堺市の「子ども堺学」のような「地域

を教材とした教科の創設」、めざす子ども像の達成に向けた「独自の教科

の創設」などが各校の特色として見られます。 

続きまして、１２ページをご覧ください。 

新設校における特色ある教育活動の展開については、冒頭にもふれま

したが、開校までの間に、準備委員会を設置しその中でも意見交換を行

い、最終的に学校長が決定することとなります。その上で、本審議会で

の結果を教育委員会から学校現場に伝えることや、準備委員会を通じた

議論が行えるようにしていきたいと考えております。 

特認校とすることにあたっては、１学年２クラスを確保し、クラス替

えの可能な環境の確保に努め、南横山小学校での経験を活かし、地域が

他の区域の子どもを受け入れる環境を確保していきたいと考えておりま

す。 

また、児童・生徒募集にあたっては、これまで以上に周知活動に取り

組んでまいります。 

次に、１学級あたりの児童・生徒数の考え方についてですが、１学級

３０人は多いとのご意見があることは認識しているところです。一方で

一定数の児童・生徒数があることで充実する教科、教育活動もあります。

市として１学級２５人程度を一つの目安として置くことも研究を進めて

いきたいと考えています。 

また、義務教育学校の利点を活かし、現有の教員を充分に活用した効

果的な指導体制を検討することが重要と捉えております。 

特認校の魅力となる、きめ細かい教育と切磋琢磨する機会の確保に向

けて研究していきたいと考えております。 

続きまして、南横山小学校の教育的施設の活用についてですが、理科

や生活科などの各教科での活用や特別活動や行事などでの利用も考えら

れます。また、学校教育以外にも生涯学習施設としてや自然環境を活か

した教育活動施設等も検討されます。活用方法については関係部局とも
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連携して、子どもたち、そして地域にも寄与する形を検討してまいりま

す。 

最後に、１３ページをご覧ください。特色ある教育内容の検討案につ

いてですが、こちらは、前回の審議会においてすでに例示の上、ご説明

させていただいているところでございます。地域とともにある学校、魅

力特色のある学校を地域や保護者、学校関係者の方々とともに検討、創

造してまいりたいと考えております。 

 

事務局からの説明が終わりました。 

何か質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 

直接教育内容ということではないかもしれないんですけれども、確か

横山小学校と槇尾中学校の校区については、国分町の一部が選択して通

えるような設定になっていたかと思うのですけれども、そのあたりの取

り扱いで何か考えていることはありますか。 

 

委員ご指摘のとおり、南池田小学校より１．５ｋｍを超えて遠方とな

る国分町の児童については、小学校１年生入学の際に、どちらかを選択

できることとなっており、現在も３名が横山小学校に通学しています。

今回の諮問内容としますと、小中学校が特認校となりますので、当該地

域以外の方も、その通学距離に関係なく、また、どの学年においても通

学が可能となりますが、希望があれば優先できるよう配慮が必要と考え

ております。 

 

私もそのあたりは、気になるところです。 

今と同じように、南池田小学校より１．５ｋｍを超えて遠方となる国

分町の一部は選択できるという内容にしておけば、迷惑がかからないと

思うのですけれどもそういう理解でよろしいですか。 

 

そのとおりと認識しております。 

 

その他、ご質問等ございませんか。 

 

資料１２ページの南横山小学校の教育的施設の活用について、これは

今までの意見交換会等で出てきた意見をまとめているだけだなという感

想です。私も父鬼出身で地元の保護者の意見を取りまとめた中では、横

山小学校の廃校と南横山小学校の廃校とは全く状況が違うと思います。

槇尾中学校に統廃合されても横山小学校区に住んでいる人は、同地区に
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学校が移転される形になると思います。ただ、南横山小学校は地域のコ

ミュニティ拠点を大きく失うということで、この場所を今後どう活かさ

れるかが形として指示されていない。これから考えますでは遅いのでは

ないかと思います。具体的な利用、活用方法を市から指示していただき

たいと思います。 

 

 今のご意見に対して、事務局から何かありますか。 

 

 南横山小学校につきましては、ご指摘のとおり、南横山地域における

地域活力の維持への配慮は必要と認識しておりますので、今後、教育の

場としてや地域活動の場としての活用というところの意見交換を進めな

がら検討を進めて参りたいと思っております。 

 

 具体的にはいつからどうこうというのはないということですか。 

 

今のところ、詳細にはまだ決まっていないのですが、学校の授業で利

用、また地域活力の維持というところでコミュニティの場として活用す

るというところまでは、具体的に検討しているところです。 

 

地元に住んでいる者からすれば、一番重要なところだと思いますので 

しっかり進めていただきたいと思います。 

 

他にございませんか。 

 

前回私が申し上げたことへの回答ということで、いわゆるいじめのな

い学校ということをお願いして、１１ページには「中学校に配置されて

いる生徒指導主事を中心とした、小中を見渡したいじめ防止・対応に向

けた組織体制の強化」と書いていただいているんですけれども、今月の

２０日に泉佐野市の中学２年生の女子が自宅付近のマンションの９階か

ら飛び降り自殺をしていじめが原因か調査中との報道がされています。

大変痛ましい事件でございまして、ご冥福をお祈りするところでござい

ますけれども、このような事件が当市においても起こらないようにする

ために、事前の対策を取ることが重要であると思います。泉佐野市のこ

の中学校においても、生徒指導主事の役割をしている先生を配置してい

たと思うんですけれども、こういう事件が発生した。単に生徒指導主事

の先生を配置しているだけでは、難しいのではないかと思いますので、

重ねて意見を申し上げますけれども、滋賀県の例のように、いわゆる授

業を持たないいじめ対応に特化した教師の配置が必要と考えます。それ



 １２ 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

と、施設の中に車のドライブレコーダーのような校内の出来事を検証で

きるように施設内に複数の監視カメラの設置も検討していただけたらと

思います。 

 

これはご意見ということでお伺いしてよろしいですか。 

 

生徒指導主事の先生は、授業を持ったままでやるつもりなのかを質問

させていただきます。 

 

今ご指摘いただきましたように生徒指導主事につきましては、大阪府

の加配等を活用しながら授業時数の負担軽減等には、今現在も努めてい

るところではございます。配置するイコールいじめがなくなるというも

のではございませんので、子ども一人ひとりをしっかり見取っていくと

いうことを教職員の資質向上も含めて取り組んで参りたいと思っていま

す。 

 

現在のところは、いじめ対応に特化した教師の配置は必要とは考えて

いないということですか。 

 

いじめに特化した職員の配置というのは、今現在では想定してござい

ません。 

 

ぜひ配置していただきたいということで意見を述べさせていただきま

す。 

 

その他質問等ございませんか。 

 

話が元に戻ってしまうんですけれども、義務教育学校というのと、施

設一体型の義務教育学校と、施設一体型の小中一貫型の小中学校の表が

９ページに添付されているんですけれども、出典は、次のグラフにも引

用されていますが、文部科学省の「小中一貫教育の導入状況調査」の最

初の２ページ目からまとめて概要をお書きになったと思うんですけれど

も、いかがでしょうか。 

 

ご指摘のとおり、文部科学省が示した資料を基にして、この表を作成

しております。 

 

それにつきまして、混乱を招くことが起こらないかということで、義
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務教育学校が制度化されて間がありませんので、あまり知られてないと

思うんです。先ほど南松尾はつが野学園は義務教育学校だということで

お聞きしましたが、槇尾中学校区でも義務教育学校という形で設置する

ということであれば、この表がちょっとわかりにくい、誤解を招くので

はないかと心配しております。義務教育学校には施設一体型も、もちろ

んありますが、それ以外に隣接型や、主旨からするとあまり合致しない

かもしれませんが、分離型というのも認められているようです。 

それに対して、施設一体型小中一貫校と書かれているのは、そうでは

なく、施設一体型の小中一貫校型小学校中学校、つまり小学校６年、中

学校３年で校長先生が１人ずついらっしゃるということで、こういった

制度の違いというのが今後、義務教育学校を展開していく時に、まずは

っきり明らかにしておく必要があるのではないかと思うんです。教育理

念からしてもということでございます。その辺を、表を文科省から引用

された場合は、それを明記されて、その文科省の表をあまり加工しない

で載せた方が誤解を招くことが少ないのではないかと思いました。これ

が一点です。 

次のグラフなんですが、見逃してしまうかもしれませんが、学習指導

等と生徒指導等と書かれている２つのグラフですが、この棒グラフの何

を基にパーセンテージが示されているのかということですが、先ほど冒

頭でご説明があったのですが、それぞれの質問に対して「大きな成果が

認められる」、「成果がやや認められる」、その２つを合算したパーセンテ

ージだということが書かれておりませんので、それも一言書く必要があ

るのではないかと思いました。 

 

 細かい表現ですが、９ページでは「義務教育学校」、「施設一体型小中

一貫校」という形で表が作られており、１２ページで１学級あたりの児

童・生徒数の考え方についてという部分で「同じ学び舎にいるという義

務教育学校の利点を活かし、府教員を十分に活用した効果的な指導体制

を検討」、それと次のページには「施設一体型の特色を活かした取組み」、

これはどちらを主にしていいのか、非常にややこしい表現になっている

と思います。 

 

事務局は、今後、文言の表記の仕方をしっかりと注意して、誰が見て

もわかるような表記の仕方をお願いします。 

 他にございませんか。 

 

 特認校とすることについてという話が今ありましたけども、南横山小

学校の場所から槇尾中学の場所に移転するということで、特認を呼び込
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んで進行するためにも、カリキュラムの充実が大切だと考えるのですが、

特認立ち上げの時の管理職の方や経験者の方を入れていただきたいと思

っております。義務教育学校として２校目になることも考えてぜひ検討

いただきたいと思います。 

 

 今ご指摘いただきましたように、今まで培った特認制度のノウハウを

しっかり継承して、さらに発展させることができるように人事配置につ

いても、しっかり検討していきたいと考えてございます。 

 

 よろしいですか。 

 他にございませんか。 

 

１２ページですが、特色のある地域の学校をめざしていくと言ってい

ますが、特色として、スポーツに特化する場合に、金メダリストが一番

ふさわしいとは思っていませんが、スポーツを一生懸命やってきて成果

をあげ、それなりの知名度もあるような人が、現役を引退され第二の生

活となると全く畑違いのところに対して就職活動を行わなければいけな

いということがあり、スポーツで一流になっても生涯的な生活の保障が

なかなか難しいのが現状だと思います。こういう方も活用した中で、今

回は、特認校で他の地域からいろんな人が来られるというところで、何

をメインに持っていくのか。もちろん教育内容というのは大事だとは思

いますが、特色を持った人気のあるスポーツについてお話ししている時

に、マイナーな部分でも教育として特色のあるようなところもいいので

はないかという意見もいただいていたのですが、確かにそれも一つの考

え方ですけれども、まず今回、校区を統廃合し小中一体型で新しくやっ

ていくという形の中で、特認校というのは和泉市では初めての取組みだ

とは思うので、失敗はできないですし、府の教員の配置の考え方という

のは、やはり幅が限られてくると思うんです。 

そういった中で、市単独で予算措置をして専門のスポーツのコーチを

雇い入れ、そしてその地域、その特認校でそういったクラブ活動ができ

るという形にすれば、野球やサッカー等の指定はしませんが、人気があ

って知名度があるところでやっていくのが、一番わかりやすい特色のあ

る一つの目玉的な政策かなと思いますが、それに対しての考え方という

のはどうかお答えいただけますか。 

 

部活動指導の専門員につきましては、どのような部活動を対象にする

かいうことやどのような指導員の方にどのような形態でご協力いただく

のか、活動日数はどれだけにしていく等について、調整することはたく
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さんありますけども、優秀な指導専門員も含めて前向きに検討していこ

うと考えております。 

 

ありがとうございます。人を雇うということは、やはりそれに対する

予算がかかってくるという部分があるかと思うんですが、補助金等を活

用しながらできるとは思います。やはりコーチとして正職で雇っていた

だけることによって、安定した収入も入りますし、責任を持って地域に

根ざしたクラブ活動をやれますので、アルバイトのようにクラブに少し

来て教えるという形ではなくて、その学校に属しているという形で、や

はり専門員を置いてほしいと考えており、その辺も含めて前向きに検討

していただきたいと重ねてお願いします。 

 

その他ご質問等はございませんか。 

 

先ほどありましたけども、南横山小学校の教育的施設の活用について

というところで、槇尾中学校区の義務教育学校での活用のみということ

でしょうか。和泉市全体の小中学校が同じく南横山小学校の教育的活用

という形で携わることができるのでしょうか。 

 

今現在も市内の小学校等で、この南横山小学校と交流させていただい

ていることも踏まえまして、やはり凄く貴重な教育資源だと認識してご

ざいますので、今後も和泉市全体の小中学校が南横山小学校の教育的活

用ができるよう継続して取り組んでいきたいと思っております。 

 

他にございませんか。 

 

１点お聞きしたいんですけれど、特色ある教育内容等々を書いていた

だいていますが、もちろん義務教育ですので、全て公設公営だと思って

おります。その中で特色ある教育内容として、やはり保育幼稚園等、水

都国際といったところに代表されるような中高一貫の公設民営学校とい

うのが少しできてきていると思います。特区制度を採用し運営されてい

るんですけども、特色ある教育内容の一つとして、公設民営の小中一貫

校などの考え方はできないものでしょうか。義務教育ですので、いろい

ろなハードルがもちろんあると思います。その点について教育委員会と

しての意見をお伺いしたいです。 

 

今ご指摘いただきましたように、公設民営がいよいよ大阪市内でもス

タートされるということも踏まえまして、我々もそういった情報もしっ
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かり研究しながら、どういった質の高い教育が義務教育ということで、

公の教育としてできるかというのは、検討して参りたいと思います。た

だし現段階で、公設民営というような考えというのは想定してございま

せん。 

 

ありがとうございます。公設民営も少しずつ取り入れてできてきてい

るのかなと思いますので、研究していただいてどうすれば公設民営で可

能なのか、やはりここに書いていただいているのですけれど、義務教育

学校４校、施設一体型小中一貫校１１校という中で、何よりも特色を持

たせるということであれば、全国に先駆けて新しいことに取り組むとい

うのも特色を発揮する一つの手段でもありますし、こういうふうに小中

一貫校に再編するというのはなかなか、毎年毎年、物事が起こっていく

わけでもありませんので、その辺もしっかりと考えていただいて、特色

ある取組みをしていただきたいと思いますので、その点よろしくお願い

いたします。 

 

他にご質問等ございませんか。 

 

カリキュラム、教育内容の話だと思うので、もう一度言わせていただ

きたいと思います。先ほど１学級３０人は多いという声があるというこ

とを認識していただいているということでご説明いただきまして、今１

学級２５人程度の規模について研究を行っているということでありまし

た。人数が多いことにもメリットがあるというお話もいただきました。

ただ、２０人の２クラスということを私たちは理想的だと考えておりま

して、それであれば今まで通りの南横山小学校の教育が継続できるので

はないかと考えております。 

特認立ち上げの時の管理職の方、経験者の方をぜひ入れていただきた

いということを先ほど申し上げさせていただいたのですが、地域の中で

消えた文化をもう一度甦らせるということは、とても大変なことであっ

たと聞いておりまして、今回新しく槇尾中学校区で特認校として立ち上

げてやっていくという時に、この方々の経験というのはとてもためにな

るんじゃないかというふうに考えております。 

 

ご意見としてお伺いしてよろしいですか。 

ありがとうございます。 

その他にご質問等ございませんか。 

 

義務教育学校というのと施設一体型小中学校、それぞれの学校に校長、
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教職員の組織を置くという形の表になっておりますが、過去の説明では、

「施設一体型小中一貫校でどのような教育が実践されるのか」、「南松尾

はつが野学園では、その他の取組みとして次のような環境にあります」

ということで、校長１名、教頭３名の在籍という形で施設一体型小中一

貫校の体制を書かれています。それとちょっとニュアンスが違うなと、

今度の小中一貫校は校長２人になるわけですよね。 

 

現在の段階では、施設一体型の義務教育学校を想定しておりますので、

新校ができる際には、校長が１名、教頭が３名を考えております。 

 

施設一体型の義務教育学校という表現でよろしいですか。 

 

はい。 

 

 その他ご質問等ございませんか。 

 

 １点目に９ページで大阪府内の導入実績を紹介していただいており、

義務教育学校と施設一体型小中一貫校ということでございますが、平成

２８年度から制度化されておりますので、それ以前の学校については施

設一体型の小中一貫校ということで、仕方なくそれしか制度がなかった

のかなと思いますが、２８年度以降の義務教育学校は和泉市も含めて４

校、施設一体型小中一貫校も年度で見ていくと、２８年度以降は４校と

なっていると思います。そこで他市の事例ですけれども、もし他市が施

設一体型の小中一貫校をなぜ選んだのか、義務教育学校を選んだのかと

いう何か理由がわかるようでしたら、下にそれぞれの違いを書いていた

だいていますが、他市の事例で理由が何かわかるところがありましたら、

教えていただきたいというのが１つ。 

それから２つ目は今回、槇尾中学校区につきましては、先ほどからの

質問やお話の中で、義務教育学校でということでありますが、和泉市と

しては槇尾中学校区の後も、いろいろと取組みが進むと思いますが、他

の校区も和泉市は全部、義務教育学校でいくということなのか、それぞ

れの校区によって今後の取組みでは、施設一体型小中一貫校もありえる

のか、２点お伺いしたいと思います。 

 

 他市が、施設一体型小中一貫校とするということにつきましては、小

と中は大きく文化が異なるためで、やはりそれを軽減するというような

意味で設置に向けたというふうにはお聞きしております。 

２つ目のご質問につきましては、やはり本市におきまして南松尾はつ
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が野学園の開校にあたり、１つの組織で学校運営をやっていくというこ

とが小中一貫教育をさらに発展させるためには、有効な手段と考え、義

務教育学校を今後も想定してございます。 

 

 よろしいですか。 

 

はい。 

 

他にございませんか。 

 

 今のご質問に関連したことでお聞きしたいんですけれども、１１ペー

ジに他市での特色ある教育内容の実践についてということで３つの学園

について書かれているんですけれども、この３校に関しては、これはい

わゆる施設一体型の小中一貫校だと思うんですが、今回の義務教育学校

に関してどこか先進校について視察などされたのであれば、その特徴に

ついてお聞きしたいんですけどもいかがでしょうか。 

 

 守口市にある「さつき学園」の方に以前に視察に伺ったことがあるん

ですけれども、やはり義務教育学校の９ページの表に書いております、

１つの組織体として小中の教員が前期課程、後期課程の子どもたちに関

われるという点が大きなメリットというふうには聞いております。 

 

 それにつきまして、義務教育学校がやはり小中一貫の小中学校とは規

模が小さいということだと思います。その意味で非常に子ども達の間の 

一体感のような連携もやりやすくなると思っているんですけれども、そ

の時に例えば、６・３制と４・３・２という２つのタイプに分かれると

思うんですが、それについてもいろいろと考えていらっしゃるのでしょ

うか。お聞きしたいのですが、よろしくお願いいたします。 

 

 ご指摘の通り、６・３制また４・３・２制、それぞれにメリットデメ

リットがございます。学校の教育活動の中で６・３の区切りで取り組む

ことの方が有効的な場面では、６・３制を採用しますし、また４・３・

２の区切りの方が有効的な場合には、そちらの制度を利用するという形

で、弾力的に運用して参りたいと考えております。 

 

 それにつきまして今、南松尾はつが野学園の場合は６・３制が原則で、

そしてまた内部で４・３・２といった体制が考えられていると思います。

そういう意味で柔軟にいろいろな組み合わせというのが、今度の学校に
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関して特色を活かすということが考えられますので、そういったことに

ついて具体的に早めにいろいろとプランを考えていただいて、アイディ

ア等を広く知らせていただき、あまり先行してしまうと、また混乱を起

こすこともあるかと思いますが、概要が決まりましたらいろいろと皆さ

ま方にお伝えいただければ、不安も解消されるのではないか思っており

ますがいかがでしょうか。 

 

 ご意見としてお伺いしてよろしいですか。 

 ありがとうございます 

 その他ご質問等ございませんか。 

 

 １１ページに能勢町の「ささゆり学園」の話が出ておりますが、グロ

ーバル英語、自分の思いや考えを伝えることができるということで書か

れているんですけれども、１３ページの施設一体型の特色を活かした取

組みの中では、体育や音楽、算数、英語などにおける中学教員による小

学校での専科指導と書かれていますが、１３ページに書かれていること

をすることによって、能勢町の「ささゆり学園」のような自分の思いや

考えを伝えることができるという教育ができるというふうに考えておら

れるのでしょうか。 

 

 今ご指摘ありました英語等における中学校教員による小学校の専科指

導という部分ではございますが、もちろん中学校の教員が小学校で英語

の指導をするという一つの取組みだけで、こちらの「ささゆり学園」に

ありますように、自分の思いや考えを英語で伝えることができる子ども

が育つとは考えておりません。この「ささゆり学園」の記載にあります

ように、例えば小学校１年生段階から週３回程度短時間、朝の時間等を

使った１５分のモジュールと申しますが、そういった短時間学習を行っ

たり、また必要なのは教員の英語指導に対する専門力の向上等もござい

ますので、様々な取組みを含めた上で、子どもたちの英語能力を高めて

いきたいと考えております。 

 

ぜひお願いしたいのは、これは魅力ある学校の一環だと思うんですけ

ども、話せる英語教育ということをやっていただきたいと思います。槇

尾中学校区でも現在、横山小学校・南横山小学校に外国人の児童がいる

と聞いております。この校区の中で事業をしている外国人の経営者ある

いは従業員の子どもさんかと思いますが、非常にこれから周りに外国人

が増えてきますので、中学校の先生が小学校の児童を教えるだけではな

く、いわゆる受験のための英語ではなく、ぜひ平行して話せる英語を身
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につけるという観点でいろんなカリキュラムを考えていただければと思

います。１１ページには大学や高校の留学生とも交流というようなこと

も書かれているんですけれども、例えば桃山学院大学と当市は連携協定

に基づいていろんな活動をされていると思うんですけれども、この一環

として当学園でのネイティブな講師の授業とかも考えていただければと

思います。 

 

 ありがとうございます。 

他にございませんか。 

 

 今の答弁で気になったんですけど、６・３とか４・３・２という区分

があると思うんですけれど、基本的に４・３・２の区切りにメリットが

あり評価的に高いということで、区分ごとに目標を立てて、それに対し

て動いていくということを聞いていたので、基本があるから小中一貫校

がいいということで進めようというような形だと思います。それが今言

ったように、どこで区切るかその都度その都度臨機応変にやっていきま

すというのは、目標がないと思いました。そうではなくて、これがいい

から南松尾はつが野学園では６・３でやっている。それのいいところと

悪いところはもう出てきていると思うんです。 

統一した考え方で、この学校はこれでいくのだというような目標が今

の段階である程度固まっていて、それでやってみて、いろんな部分でメ

リット、デメリットが出てくると思います。それで考えるというのはわ

かりますが、今まだそれをはっきりわかっていないというのは、ちょっ

と段階的には遅いのかなと思うんですが、いかがですか。 

 

 今ご指摘いただきましたように、例えば入学式、卒業式といった節目

におきましては、やはり他校では６年生の卒業で、私立に行かれるケー

スもございますので、そういった区切りの面と、今ご指摘いただきまし

た４・３・２といいますのは、今実際に行われているのは、７年生・８

年生・９年生を今まで教えていた先生が、５年生・６年生を担任するこ

とができるといったメリットがございますので、それは継承してしっか

り発展させていきたい、これが和泉市としてのねらいでございます。 

 

 それはもちろんわかりますが、そういった部分である程度今言ったよ

うに、いろんな取り方をされるような、誤解を招くようなものではなく、 

もっとわかりやすく、こういうメリットがあってこういうふうに進めて

いくという、基本は理想なんです。理想があってどういうふうに近づけ

るのかという想像はできるが、共に作っていきましょう、積み上げてい
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きましょうというものじゃないと思います。そういった形で今後、議論

が終わって地域に説明に行く時になった場合、やはりこういったことが

あると、もっとわかりやすいやり方、こういうふうなメリットがあって

こういうふうなデメリットがあったので、これはちょっと向いていない

というようなことをもっとわかりやすく説明できるようにしてくれた方

が、イメージがわきやすいと思うので、その辺を注意していただきたい

と思います。 

 

 ありがとうございます。 

 その他ご質問等ございませんか。 

 

委員の方々からも、様々なご意見を頂戴していますが、実際に実施す

る具体の教育内容の決定は、前回の説明にもありましたとおり、方針決

定後の準備委員会で決定されるものでございます。 

ついては、この審議会の意見につきましては、答申にあたって、どの

ような反映が可能か、今一度、ここで確認させていただきたいと思いま

すがいかがでしょうか。 

 

会長のご指摘のとおり、今回の審議会では、槇尾中学校の敷地を活用

し、施設一体型小中一貫校の特認校とするか、その就学区域をどのよう

にするのかについて、答申をお願いするものでございます。 

本審議会は、教育内容を決定する機関ではございませんので、具体の

内容を決定することは、好ましくないものでもありますが、骨子となる

幹の部分を附帯意見としていただくことは可能でございます。 

 

前回も感じたところですが、アンケート結果や委員の意見も踏まえて、

前向きなところを多く感じております。 

ついては、一定の時間も経過していますので、２つ目の内容に移り、

最後に答申に向けた内容について、皆さんの意見を確認させていただき

ますので、次の項目に移らせて頂いてよろしいでしょうか。 

 

(異議なしとの声) 

 

それでは、資料４について、事務局より説明をお願いいたします。 

 

資料１４ページをお願いいたします。 

資料４、学校建設、通学に関しまして、前回の委員の資料提供依頼に

対する内容も含めましてご説明申し上げます。 
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まず、学校の建設予定地につきまして、議会において、横山小学校敷

地を活用すべきではないかという主旨の質問がございまして、その質問、

答弁の内容を整理させて頂いてございます。 

その内容としまして、通学の安全確保をはじめ、質問の視点は課題と

なる部分ではございますが、槇尾中学校の敷地を活用することについて

は、様々な視点を総合的に検討した結果であるということを回答してい

るところでございます。 

続きまして、１５ページをお願いします。 

槇尾中学校、横山小学校、関西トランスウェイスポーツスタジアムの

位置関係の確認でございますが、横山小学校と槇尾中学校の直線距離と

いたしましては、約６００ｍでございます。 

また、関西トランスウェイスポーツスタジアムまでの距離でございま

すが、横山小学校から約４００ｍで、槇尾中学校からは約８００ｍでご

ざいます。ただ、図面の星印のところに、緊急用の進入路というものが

設置されておりまして、その進入口を活用することを調整できれば、約

４００ｍになるものと想定しておりまして、関係部局との協議も検討し

ていきたいと考えているところでございます。 

次に１６ページをお願いいたします。 

槇尾中学校の周辺附近の詳細でございますが、国道１７０号の交差点

の歩道橋がないというような実態でございます。 

次に１７ページをお願いいたします。 

横山小学校の周辺附近の詳細でございますが、図面のとおり歩道橋が

設置されております。 

なお、現状の敷地の高低差につきましては、図面のとおりでございま

す。 

次に１８ページをお願いいたしします。 

地域ごとの児童・生徒数の状況でございます。 

横山地域の児童・生徒数は、小学生が１７６人、中学生が９８人の計

２７４人に対し、南横山地域の児童・生徒数は、小学生が３０人、中学

生が１７人の計４７人でございます。 

続きまして、２０ページをお願いいたします。 

バス停を基準とさせていただきました学校の位置の変更で横山地域の

通学距離がどの程度変更するのか、整理いたしました。 

まず、現在の横山小学校までの距離は、南面利バス停からは、約２．

１ｋｍですが、下段のとおり、約３．４ｋｍになるものでございます。 

なお、槇尾中学校周辺については、当然ではございますが、小学校は

近くなるものでございます。 

また、南横山地域につきましては、父鬼のバス停からしますと、約５．
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３ｋｍになるものでございます。 

次に２２ページをお願いいたします。 

前回ご指摘もございました槇尾中学校南交差点の事故の状況でござい

ます。 

事故の内容はすべて、車対車でございますが、平成２９年度は６件の

事故がありました。 

この交差点における現状の取組み、今後の対応方針でございますが、

この道路に関する管理者は大阪府でございまして、これまでも渋滞解消

対策等について、要望をしているところでございますが、この義務教育

学校の方針が決定されれば、さらなる安全確保に向けた要望を行う予定

としているところでございます。 

なお、その他、全般的な通学路対策でございますが、南松尾はつが野

学園の開校時における対策といたしましては、開校前年度までに、必要

箇所の確認、関係部局と協議のうえ、可能な対応を実施したうえで開校

をしたところでございます。 

このことから、新校における対応につきましても、準備委員会等を通

じて、同様の視点で危険箇所等を確認しながら対応を整理していく所存

でございます。 

続きまして、バスの対応につきまして、引き続き、担当より説明させ

ていただきます。 

 

資料２３ページをご覧ください。 

まず、現在の路線バスの状況といたしましては、南横山地域の場合、

朝の登校時間帯に父鬼方面から槇尾中学校方面への民間単独の路線バス

の運行がないため、市が助成する路線維持バスを運行している状況とな

っております。 

また、下校時間に間に合う民間単独の路線バスは１便だけであり、下

校時間帯についても路線維持バスを運行しているところでございます。 

次に、横山地域では、南面利方面から槇尾中学校前に停車する民間単

独のバスの運行はなく、途中で乗継が必要となります。また、横山小学

校を経由し槇尾中学校へ向かう市単独のバス、通称オレンジバスが運行

していますが、中学校の登校時間には対応しておらず、下校時間につい

ても小学校の一部の学年には対応できておりません。小川口から坪井町、

九鬼町を巡回するオレンジバスも下校時間には制約があるのが現状でご

ざいます。 

続いて２４ページをご覧ください。 

今、説明させていただきました現状も踏まえた基本的な考え方としま

して、槇尾校区については、現在の路線バスについても市が補助を行い、
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運営をしているという状況であるということ、また、児童・生徒用のバ

スを用意することで、地域における路線バスの運行数が減少する懸念が

あること、バス路線の変更も検討必要な状況にあること、抜本的な見直

しを含めて、児童・生徒、地域にとって望ましい形態の検討が必要であ

ること等から運行本数について授業等の時間帯に一定配慮を行う予定と

しており、その中で路線バス、スクールバスの活用についても整理して

いきたいと考えております。 

参考といたしまして、南松尾はつが野学園でのバス対応について紹介

させていただきます。 

南松尾はつが野学園においては、まず、路線バスが無い状況であり、

路線バス事業者と、新たなバスルートの設定について協議を行いました。

その結果、路線バス事業者からは新規ルートの設定が困難との回答を受

け、スクールバスを用意したという経緯でございます。なお、乗務員の

乗車はなく、運転手のみでの運行となっております。 

次に、特認バスについてですが、新設の学校は施設一体型の小中一貫

の特認校として検討しておりますので、後期課程の特認の生徒について

も当然バス利用の対象としております。費用負担につきましては、現状

においても半額は公費負担をしている状況も踏まえ通学対策等とともに

準備委員会で検討してまいります。 

乗務員の乗車についてのご要望についてはお聞きしているところです

が、その導入については、南松尾はつが野学園の状況等からも困難であ

ると判断しております。 

 

事務局からの説明が終わりました。 

今までの件について、何か質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 

前回からいろいろ言っていた部分の資料をつけていただいてありがと

うございます。僕は横山小学校跡地を利用した方がいいという意見なん

ですが、南横山については確かに槇尾中学校から横山小学校となると移

動距離が長くなりますが、基本バスでの通学になりますので、その辺は

大きな影響がないと思います。１９ページを見ていただいてわかるよう

に、だいたい中心にあるのはどっちの学校かということです。 

前も言ったように避難所の問題であったり、またやはり危険な交差点

があるという部分等々も踏まえ、そして一番思ったのが、１５ページの

関西トランスウェイスポーツスタジアムのところに、生徒がここの施設

を使うとなった場合の動線ですが、確かにショートカットできるような

形になっていると思うんですけれど、この交差点は非常に道が狭い、な

おかつ車の交通量が大変多いです。民家があって拡幅工事は現実的には
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難しいと思うんです。そういったところを通らなければいけない４００

ｍと、今この横山小学校からこの施設に対しては歩道が完備されている

という考え方もあると思うんです。 

基本的に今後、今説明にもあったように、警察と協議しながら考えて

いくということですが、家を立ち退きいただいて、歩道を設置できるだ

けの用地確保ができるかと言えば、現実的に難しいと思うんです。前に

も言ったように、国土交通省では、基本的に新設の道路で４車線に対し

ての歩道橋の設置というのは考えられるが、後付けのところでいうと、

人口密度等々考えて、現実なかなか難しいというような見解があるとい

うことを言われています。ということは槇尾中学の場所では、歩道橋が

つくことは難しいわけです。安全の確保ができない。バスの路線の部分

でも、協議をしていくと言いますが、１０人、２０人、１００人未満の

乗車客をターゲットに、今まで路線が拡張したという話を私は一回も聞

いたことがないです。逆にそれぐらいあっても、赤字路線はどんどん廃

止していっているのが現状なんです。 

その中で、協議しますよというのは体よくは聞こえますけど、協議し

たけどできませんでしたでは済まないんです。路線が拡張できるという

現実味がないです。ということはスクールバスしかないのかなという結

論になると思います。こういった書き方をすると交差点の改良工事につ

いて、学校ができると前向きに大阪府も動くんじゃないかという楽観的

な考え方に聞こえてしまうんですけど、僕は全然そんなことはないと思

ってるんです。学校が来ようが何が来ようがなかなか難しいことは難し

い。 

実際に役所の前の交差点の改良も、庁舎ができるので道の拡幅で専用

レーンを作ってくださいというのも結局難しかったでしょ。学校の正面

ということで、専用レーンを作った方が安全ですが、それもできないと

言っているわけです。これだけ交通量が多く住宅の密集しているマンモ

ス学校のことで、庁舎を建て替えて、その時の工事でもできないと言っ

ているような大阪府警が、小規模な人数の学校の通学路の対策で、４車

線の国道に対して改善していただけるかというと、現実味がないと思っ

ています。 

こういった意見も踏まえた中で、まず当局として、それでもまだ槇尾

中学校で建設しようと思っているのか思っていないのかということに対

して答えていただいて、そしてこういった意見も出ている中で、各委員

さんはどういった意見をお持ちなのかお伺いしたいと思っております。 

 

学校建設予定地の検討経過につきましては、横山小学校の敷地と槇尾

中学校の敷地について、決定的な判断材料がなかったものではございま
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すけれども、横山、南横山の両方の地域から通学する両地域にとって愛

着ある場所であることを始めとして、現状で敷地面積が大きいことや敷

地形状から良好な校舎レイアウトが期待できるといったこと等から、槇

尾中学校の敷地を活用したという判断に至ったものでございます。ただ、

委員のご指摘の内容につきましては、認識しなければならない課題であ

りまして、解決方法を検討する必要があるものと認識しているところで

ございます。 

 

意見としては聞いておきますが、今も言ったようにやはり改善が見ら

れない部分は改善が見られない。もちろん理想、思い出の深いといった

心情の部分も大切にしなければいけないことも理解しております。南横

山小学校の方々の考え方も考慮しなければいけないのもわかります。し

かし、やはりこういった通学の危険な部分というのは命に関わることな

んです。事故があってからありましたでは済まない話です。あそこの交

差点でガードレールがふっ飛ぶぐらいの事故が起こっているわけです。

学校に通学する時間帯に事故が起こっています。今回も夏場に、横転事

故があってかなり長い時間、通行止めになったというような事故も起き

ています。あと、通学時間は大変飛ばしています。やはり危険であると

いう認識もある中で、あそこで作ると意思を固めるのであれば、その対

策も自信を持ってやっていただきたい。協議していくでは心配です。学

校ができてから対策するのではなく、できる前に対策していただきたい。

そういう確約ができて、初めてここの立地がいいというのが今の話し合

いの中の結論であって、こういう危ないことがあります、そういうこと

をお伺いしてます、協議します、安全を考えていきます、だけど先に作

りますでは何の解決にもなっていない。その辺をやはり十分に考えてく

ださい。 

 

若干反対意見になるかもしれませんが、まず今の南横山小学校の現状

を見ていただいたら、前にバスの駐車スペースを確保していただき、元

の保育園のところも整備していただいた。普通の２車線の部分は安全に

なりました。槇尾中学は前に方転場がある。そういう部分の確保を今の

横山小学校にできるのかいうことです。それと南横山だけのことかもし

れませんが、どうしても槇尾山の近くのバス路線が、事故は別ですけど

も、槇中でないと通いづらい、現状では南横山は乗換を全てしないとい

けない。スクールバスを使わないといけない。スクールバスを使ったと

ころで、横山小学校の前に、ちょっと駐車場がありますけど、それだけ

のスペースがとれるのかなという疑問があります。若干、槇中の前につ

いては広い。そこらへんも考慮しておかないと、南横山小学校の前の駐
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車スペースというのは、無理やり大阪府に言って広げた。そうでないと

あそこは現在のバスでも片側全部使います。それが２台ある状況となれ

ば、それこそ大変だと思います。安全にバスに乗り降りできるスペース

が確保できるかどうか。横山小学校の前にスペースを作ったとして、今

よりも小学校のスペースが少なくなるという感覚があります。今までの

バス路線、それと南横山から行ったら槇中前で乗り換えて国分峠を越え

て回らないといけないことが起こってくると思います。 

 

ちょっと勘違いされているのは、特認校になった場合、スクールバス

を出していただいて、坪井町も仏並町も全部スクールバスならいいです。

ところが横山地域の子どもは、あそこの交差点を使うんです。南横山校

区の方々には、基本的には今のところスクールバスを出す予定をしてい

る。南横山地域のバスの転回場にしても、横山小学校の前のところはア

スファルトの駐車場があります。あそこの広さであれば、十分入って出

てくることができる。道もＪＡのところに１件倉庫があるだけなので、

あそこだけセットバックしていただいたら５ｍ道路にもできる可能性が

あります。敷地の部分でも段差はありますけども、広げるスペースとし

ての田んぼの広さで言えば、槇中よりも横山小学校の方が多いかと思い

ます。基本的に土地の部分でも買収しなければならない部分もあります

けれども、今言ったバスの問題はそれで解決できると思います。 

 

特認のバスやらそういうのも後で聞こうと思っていたのですけれど、

どうしても基本は、スクールバスで行きますけども、あとクラブであっ

たりした時には路線バスを使うという状況が出てくる。現状で、きちっ

とした駐車場があって、方転場があって、公ですから当然あそこへ入っ

ていける状況。特認であっても、当然バス通学の子もいる。そういうこ

とを総合的に考え、南部リージョンセンターが一番いいのではないかと

最初に思っていた。あそこはけっこう広いしと思ったこともあるんです

けれども、現状それに近い状況からしたら、槇中が、南横山としてはベ

ターと違うんかなと思います。 

 

今おっしゃっているのは片方では利便性を言っています。僕が言って

いるのは、命の危険性を言っています。利便性は何かの工夫でどうにか

できるかもしれませんが、命の代えはないと思います。横山地域の通わ

なければいけない低学年のお子さんの通学が危険だということを指摘し

ています。 

南横山の通学に対しては今の所バスがあるので、転回場をどういうふ

うにするか、バスの乗り降りの場所をどういうふうにするか、時間帯を
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どういうふうにするか、クラブの時どういうふうにするかというのは、

利用の過程の中で利便性をどういうふうに向上すればいいかという話で

すが、今僕が一番危惧しているのは、横山地域の低学年の子ども達が通

学路を通る時にバスを出してくれるというなら別です。今の環境でバス

は出せないと思います。となった場合に危険な交差点を通る場合に、今

言ったように歩道橋を設置するように努力しますであったり、交差点を

改良しますであったりと言っておりますが、現実としてそこを通るお子

さんの交通量を踏まえて４車線の既存の道路に歩道橋がつくという実例

が国ではなかなかないわけですから、作りにくいのだと聞いているのに、

頑張って作るように協議しますと言っていたら、協議したらできるのか

と期待を持つでしょと言ってるんです。 

現実的には全国でどれだけ実例があるのか言えば答えられないはずで

す。実際調べたらほとんどないことがわかっています。だから、そうい

った安全を確保できて初めて命についての議論であって、利便性は今後

議論ができると思います。 

今言ったように可能性はどっちでもいろいろあると思います。槇尾中

学校でも横山小学校でも。ただ今、命の危険性を言っている交差点は横

山小学校のところには歩道橋があります。裏には歩道があります。あそ

この村の中を通る交通量は少ない方です。ところが今言ったように、関

西トランスウェイスポーツスタジアムのところというのは相当通りま

す。あそこの道幅のところにグリーンベルトを引いても子どもが安全に

そこを通れるのかといったところを危惧しているのです。 

 

今資料４について事務局から説明があって、場所について今、いろい

ろご意見をお伺いしているところですけれども、時間のこともあります

ので、この件については、いろんな方向から見ると、それぞれプラスも

マイナスもあることですので、やはりその辺も踏まえて今後の審議会で

の検討かなと私は思っているのですけれども、その辺でいかがでしょう

か。 

 

道路の危険性と言っても、歩道橋を作った時に、地元の人から一生懸

命、歩道橋を作ってくれと相当要望して大阪府が作ったのですが、ほと

んど使ってないのです。今の日本の形態からして歩道橋なんていうのは、

ほとんど廃止されて撤去されていく、そういう状況になっている。だか

ら、槇尾中学校のところの危険性と言うけども、私の孫でも１０歳にな

るけれども、下宮の道路を通って小学校に行っているわけです。狭い道

路を通って外環に出て、そういうふうにして行っているわけです。槇中

の人は、あの交差点で交通事故にあったことがない。今の小学校のとこ
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ろの交差点で事故がなかったかといえば、大きな事故もあった。外環は

ものすごいスピードで走ってくるから、どこにいても大変危ない。外環

の交通問題については、市から大阪府や警察に言ってできるだけ安全性

を確保してもらうように努力してもらわないといけない。 

それと通学路の道路については、これもいろいろ危険性は多いけども、

横山については様々な面で我々の管理している水路にしても通路を作っ

たり、我々の土地のところへ通路を作ったところでも、農道を学校の通

学道路にしたり、今私の家の前の所は狭いと言うけども、市道がもう一

本あり、その市道を生徒がたくさん通ってくる。そこを生徒が通って、

児童が通ったら、槇中の信号のところまで行ける。今の通学形態から見

て、そんなに危険性があるとは感じていません。 

だからそういった意味で、どっちこっちとは私は言いませんけども、

そういう交通安全の部分について、どうのこうのというのはもうちょっ

とお互いに考えてもらった方がいいということを申し述べておきます。 

 

今、この審議会で様々な意見も出されたことですので、この後に跡地

利用の話もあり、事務局の説明でも総合的な判断ということでしたので、

次回までに、みなさんも今日のお話を聞いて検討いただいて、審議会で

の意見を整理するということでいかがでしょうか。 

 

この間もお話しさせていただいたのですが、子どもたちが徒歩で通っ

ているより、小学校のお父さんお母さんの、車での送り迎えが非常に多

いので、先ほどもおっしゃっていましたが、槇中に車で来る方、徒歩で

来る方、自転車で来る方、そしてバスも当然入ってきますよね。入って

きた保護者が外環の方に右折しようとする。また、下宮の方から来た保

護者が右折で入ってくる。その点の安全対策というのを考えていただき

たいです。 

 

学校の校舎の建て方みたいなところもこれから検討していかなければ

ならないところでございまして、そのレイアウトに際しましては当然、

送迎の動線も検討しながら、検討していきたいというところでございま

す。 

 

 もう一点だけよろしいですか。先ほどありました特認バスの関係で、

今現在７５,０００円で小学校に行っているという状況です。今現在は小

学生ですが、中学生も入ってきます。ということは金額が上がってくる。

将来、特認の生徒であってもバス通学はありえる。基本は特認で市の中

で募集するのだから、通学の費用を無償ということでしたら、特認の生
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徒も対象にすべきではないのかなということを、基盤に持って今現在の

路線バスの金額であったりという部分と、それが無理でしたら今の金額

よりも少ない金額でお願いしたい。というのは特認を入れた時にこれか

ら小中一貫については、特認の方々がおいでになるかならないかで２ク

ラス、極端に言えば１クラスになるかもわからないという不安がたくさ

んある。そういう部分で一度、補助金についても検討していただきたい

と思います。 

 

 今いろいろご意見が出ましたが、先ほど副会長から提案がありました。

その件についてはご了解いただければ、最後の５点目について進めたい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 

 もう一点それとは違うところですが、よろしいでしょうか。 

 一点お聞きしたいのですけれど、１８ページのところに国分町という

ことで書いていただいています。国分町も含めてということを考えると

いうことで、通学区域の再編等々の考えを持たれていないのかというこ

とです。例えば再編するにあたって、今現在の国分町対象児童を１年生

から６年生また７年生・８年生・９年生、今の中学校１年生・２年生・

３年生なのかということで、その辺の人数というのはわかりますか。 

 

 人数については手持ちの資料はございませんので、次回にお示しさせ

ていただきたいと思います。１つ目の質問に対しましては、やはり地域

コミュニティの大切さというのが重要視すべきと考えておりますので、

今参考としてこの資料には載せさせていただいております。 

 

よろしいですか。それでは、先ほど皆さまのご了解もいただきました

ので、最後の５点目について、事務局より説明をお願いします。 

 

資料５跡地利用に関してご説明させていただきます。 

２５ページをお願いします 

本市では平成２８年度に策定いたしました、公共施設等総合管理計画

におきまして、公共施設の更新費用が大きな課題となる背景のなか、公

共施設の多機能化や民間活力の導入によるコスト削減等を推進していく

としております。 

今後、跡地活用を検討していくにあたりましては、これらの要素もふ

まえた検討を行います。 

次に他市の廃校活用事例です。 

福祉型農業施設、洋菓子店、体験型研修交流施設、地域コミュニティ
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副会長 

 

 

施設、宿泊施設、シェアオフィスの計６件を他市の事例として挙げさせ

ていただいております。 

６件の事例のうち、４番目～６番目の事例につきましては、横山小学

校・南横山小学校が立地する市街化調整区域においては、公共施設とし

て市が設置する場合のみ立地が認められる可能性があります。 

なお、実際に立地を検討する際には、事業内容の詳細など個別の様々

な要素が法規制と整合性があるかどうかの確認が必要となります。 

続きまして、２６ページをご覧ください。 

跡地活用の基本的な方向性ですが、南横山小学校につきましては、南

横山地域における地域活力維持に配慮が必要と認識しており、教育の場

としてや地域活動の場として活用できることを念頭に検討をすすめてま

いります。 

横山小学校につきましては、民間による施設活用や、校舎体育館を除

却したうえ敷地を売却するなどの検討をすすめていきたいと考えていま

す。 

今後の取組みスタンスとしましては、地域の方々と意見交換を行いな

がら、跡地活用の検討をすすめていき、開校の２～３年前頃から、民間

活用に関する民間への可能性調査などの実施をしたうえで、最終的にど

のような用途で活用していくかを決めてまいりたいと考えています。 

また、新校での地域活動空間の確保につきましては、教育委員会と協

議しながら検討をすすめてまいります。 

跡地活用についての説明は以上でございます。 

 

事務局からの説明が終わりました。 

資料５について何か質問のある方は挙手をお願いいたします。 

 

質問がないようですので、それでは、本日も、色々なご意見を頂戴し、

間もなく２時間に達しようかというところでございます。 

教育内容の議論の時も申しましたが、前回の意見、本日の意見を確認

しますと、この槇尾中学校区において施設一体型小中一貫校を導入する

ということについては、みなさんが前向きに考えておられると感じた次

第でございます 

最後に、答申に向けた考え方について、確認したいと思いますが、副

会長、いかがでしょうか。 

 

本日の議論の内容からしますと、場所の決定については、次回へ継続

としてもらえたと認識しております。小中一貫校の特認校とする方向性

は、了解であり、教育内容や資料５にありました跡地利用の部分につい
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ては、答申にどのような内容を記載するかということが重要であると感

じました。 

ついては、場所の決定も含めて、次回に整理を行う方向としまして、

一度、答申の内容案を事務局から提示してもらって、結論をだしてもい

いのかなと思います。 

 

副会長のほうから、次回に答申案を事務局より提示してもらいつつ、

場所を含めた議論を行い、その議論の内容によっては、答申内容の採択

を行いたいと思います。この件について、皆さんいかがでしょうか。 

 

（異議なしとの声） 

 

ありがとうございます。ご異議なしとのご意見をいただきました。そ

れではそのように進めさせていただきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

それでは、本日の審議会は、次回の継続審議として終了させていただ

きます。夜遅くまで、進行にご協力いただきありがとうございました。 

最後に、事務局より事務連絡をお願いします。 

 

教育次長の並木でございます。 

本日も、昨年の第１回審議会に引き続き、非常に貴重なお時間を頂戴

し、ご審議賜りましたことをお礼申し上げます。 

本日は夜の遅い時間まで、地域の子どもたち、地域の未来のために、

様々なご意見をいただきまして、今後の取組みに身の引き締まる思いで

ございます。 

今回のご意見を踏まえ、次回に向けました資料整理は当然のことなが

ら、このような審議を進めていただいているということにつきまして、

情報発信にも努めてまいりたいと考えてございます。 

なお、次回の審議会でございますが、答申に向けました最終的な整理

をお願いすることでございます。日程につきましては、お配りしており

ます資料の表紙の一番下に記載させていただいておりますが、平成３１

年３月１日、金曜日の午後７時から、本日と同じく、こちらの和泉市コ

ミュニティセンター１階中集会室にて開催させていただきますので、ど

うぞ、よろしくお願いいたします。 

それでは、本日はどうもありがとうございました。 

 

それでは以上をもちまして、適正就学対策審議会を終了させていただ

きます。遅くまで本当にありがとうございました。 


